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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　真空室内において、少なくとも一対の基板を、双方若しくは一方の基板に付着された接
着剤を介して貼り合わせる基板貼合装置において、
　前記真空室内に、
　一方の基板を支持する支持部と、
　前記支持部に支持された基板に対向する位置に、他方の基板を保持する保持部と、
　前記支持部及び前記保持部の少なくとも一方を駆動することにより、一対の基板を貼り
合わせる駆動部と、
　を備え、
　前記真空室内の圧力を検出する圧力検出部と、
　前記真空室内の減圧時に、前記圧力検出部によって検出される圧力の変化に基づいて、
前記他方の基板の前記保持部からの離脱による異常の有無を判定する判定部と、
　正常時又は異常時に、時間の経過に従って継続的に示す圧力の集合に基づくデータを含
み、前記圧力の変化が正常か異常かの判定の基準となる基準情報を記憶する基準情報記憶
部と、
　前記圧力検出部によって検出される圧力の変化と、前記基準情報とを比較する比較部と
、
を有し、
　前記判定部は、前記比較部の比較結果に基づいて、異常の有無を判定するように設定さ
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れていることを特徴とする基板貼合装置。
【請求項２】
　前記基準情報は、所定の圧力低下速度を含むことを特徴とする請求項１記載の基板貼合
装置。
【請求項３】
　前記基準情報は、所定の圧力変化の波形を含むことを特徴とする請求項１記載の基板貼
合装置。
【請求項４】
　前記基準情報は、所定の圧力変化曲線及びその傾きを含むことを特徴とする請求項１記
載の基板貼合装置。
【請求項５】
　前記基準情報は、所定の最終的な到達圧力を含むことを特徴とする請求項１記載の基板
貼合装置。
【請求項６】
　前記保持部は、真空吸着部を有し、
　前記基準情報は、所定の圧力上昇を含むことを特徴とする請求項１記載の基板貼合装置
。
【請求項７】
　真空室内において、少なくとも一対の基板を、双方若しくは一方の基板に付着された接
着剤を介して貼り合わせる基板貼合方法において、
　真空室内において、
　支持部が、一方の基板を支持し、
　保持部が、他方の基板を保持し、
　真空室内の減圧時における圧力の変化と、正常時又は異常時に時間の経過に従って継続
的に示す圧力の集合に基づくデータを含み、前記圧力の変化が正常か異常かの判定の基準
となる情報である基準情報と、を比較し、
　前記比較結果に基づいて、保持部からの基板の離脱による異常の有無を判定することを
特徴とする基板貼合方法。
【請求項８】
　真空室内の圧力低下速度が、正常な場合よりも速い場合に、異常と判定することを特徴
とする請求項７記載の基板貼合方法。
【請求項９】
　真空室内の圧力変化の波形に、不規則な乱れがある場合に、異常と判定することを特徴
とする請求項７記載の基板貼合方法。
【請求項１０】
　真空室内の圧力変化曲線と傾きに、正常時の変化がない場合に、異常と判定することを
特徴とする請求項７記載の基板貼合方法。
【請求項１１】
　真空室内の最終的な到達圧力が、正常な場合より低い場合に、異常と判断することを特
徴とする請求項７記載の基板貼合方法。
【請求項１２】
　保持部が、真空吸着部を有し、
　真空室内の急激な圧力上昇がある場合に、異常と判定することを特徴とする請求項７記
載の基板貼合方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、たとえば、真空室内において、接着剤を介して基板の貼り合せを行う基板貼
合装置及び基板貼合方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　光ディスク等の記録媒体を構成する基板、液晶ディスプレイを構成する液晶モジュール
、タッチパネル、バックライト、保護パネル等の基板は、互いに接着剤で貼り合わされて
いる。また、液晶モジュールや有機ＥＬモジュール等も、たとえば、ガラス基板を貼り合
せることによって製造されている。このような貼り合せを行うための貼合装置には、基板
を保持する工程が不可欠である。一般的に、基板を保持する方法としては、真空吸着によ
る方法、メカチャックによる方法、静電チャックによる方法等がある。
【０００３】
　そして、上記のような基板の製造プロセスにおいては、気泡の排除等のために、真空中
で基板を貼り合せる場合がある。このため、保持装置は、真空室内で基板を上方から保持
することになる。たとえば、真空中では真空吸着が効かなくなることを考慮して、保持装
置が、大気圧下では真空吸着による吸着を行い、減圧下では静電吸着による吸着に切り替
える技術が、特許文献１に記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－２２９０４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、真空室内において、正常な貼り合わせを行う前に、保持装置から基板が落下
してしまう場合がある。この場合、速やかに落下を検出して、ラインを停止させる等の操
作を行う必要がある。
【０００６】
　このように、真空室内の落下の有無を判断するには、真空室にあらかじめ窓を付けてお
き、外から確認できるようにする必要がある。または、タッチセンサや光学センサで、上
側の基板の位置を検出する必要がある。
【０００７】
　しかし、真空室に窓を付けておいても、曇り等により、必ずしも室内が視認できるとは
限らない。また、作業者が、常時窓から監視することは、現実的ではない。さらに、既存
の真空室に窓を設けるのはコストがかかる。一方、タッチセンサや光学センサによる場合
にも、既存の設備に新たな検出装置を付加する必要があり、コストがかかる。
【０００８】
　本発明は、上記のような従来技術の問題点を解決するために提案されたものであり、そ
の目的は、簡易且つ安価な構造で、基板の落下を確実に検出することができる基板貼合装
置及び基板貼合方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するため、本発明は、真空室内において、少なくとも一対の基板を、
双方若しくは一方の基板に付着された接着剤を介して貼り合わせる基板貼合装置において
、前記真空室内に、一方の基板を支持する支持部と、前記支持部に支持された基板に対向
する位置に、他方の基板を保持する保持部と、前記支持部及び前記保持部の少なくとも一
方を駆動することにより、一対の基板を貼り合わせる駆動部と、を備え、前記真空室内の
圧力を検出する圧力検出部と、前記真空室内の減圧時に、前記圧力検出部によって検出さ
れる圧力の変化に基づいて、前記他方の基板の前記保持部からの離脱による異常の有無を
判定する判定部と、正常時又は異常時に、時間の経過に従って継続的に示す圧力の集合に
基づくデータを含み、前記圧力の変化が正常か異常かの判定の基準となる基準情報を記憶
する基準情報記憶部と、前記圧力検出部によって検出される圧力の変化と、前記基準情報
とを比較する比較部と、を有し、前記判定部は、前記比較部の比較結果に基づいて、異常
の有無を判定するように設定されていることを特徴とする。
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【００１１】
　以上のような発明では、真空室内の圧力の変化に基づいて、保持部からの基板の離脱を
検出するので、真空室に窓を設けたり、作業者が、常時窓から監視する必要もない。貼合
装置の真空室に設けられた圧力検出部を利用すれば、新たな検出器の追加も不要となる。
【００１２】
　他の態様は、前記基準情報は、所定の圧力低下速度を含むことを特徴とする。
　以上の態様では、真空室内の圧力低下速度が、正常な場合よりも速い場合若しくは異常
の場合の速度と近似している場合に、異常と判定することができる。
【００１３】
　他の態様は、前記基準情報は、所定の圧力変化の波形を含むことを特徴とする。
　以上の態様では、真空室内の圧力変化の波形に、不規則な乱れがある場合若しくは異常
の場合の波形に近似している場合に、異常と判定することができる。
【００１４】
　他の態様は、前記基準情報は、所定の圧力変化曲線及びその傾きを含むことを特徴とす
る。
　以上の態様では、真空室内の圧力変化曲線と傾きに、正常時の変化がない場合若しくは
異常時の変化と近似する変化がある場合、異常と判定することができる。
【００１５】
　他の態様は、前記基準情報は、所定の最終的な到達圧力を含むことを特徴とする。
　以上の態様では、正常時の最終的な到達圧力と異なる場合、若しくは異常時の最終的な
到達圧力と近似する場合、異常と判定することができる。
【００１６】
　他の態様は、前記保持部は、真空吸着部を有し、前記基準情報は、所定の圧力上昇を含
むことを特徴とする。
　以上の態様では、保持部からの基板の離脱により、真空吸着部が開放されることにより
、真空室内の急激な圧力上昇がある場合に、異常と判定することができる。
【００１７】
　なお、上記の各態様は、基板貼合方法の発明としても捉えることができる。
【発明の効果】
【００１８】
　以上、説明したように、本発明によれば、簡易且つ安価な構造で、基板の落下を確実に
検出することができる基板貼合装置及び基板貼合方法を提供することにある。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の貼合装置の一実施形態における基板の搬入時（Ａ）、真空引き時（Ｂ）
、基板落下時（Ｃ）を示す縦断面図である。
【図２】図１の実施形態における制御装置の構成を示すブロック図である。
【図３】図１の実施形態における貼り合せの流れを示すフローチャートである。
【図４】基板が落下した場合と正常な場合との圧力変化の一例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　次に、本発明の実施の形態（以下、実施形態と呼ぶ）について、図面を参照して具体的
に説明する。
［Ａ．実施形態の構成］
　まず、本実施形態の基板貼合装置（以下、本装置と呼ぶ）の構成を、図１及び図２を参
照して説明する。本装置は、たとえば、一対の基板Ｐ１、Ｐ２を接着剤Ｒを介して貼り合
せる装置である。接着剤Ｒとしては、たとえば、紫外線硬化型の樹脂を用いる。
【００２１】
　すなわち、本装置は、図１及び図２に示すように、真空チャンバ１、保持部２、支持部
３、制御装置１００、圧力検出部４、入力部５、出力部６、駆動部７等を備えている。真
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空チャンバ１は、上部容器１１と下部容器１２によって構成され、図示しない昇降機構に
よって上下する上部容器１１が、下部容器１２と接することにより、内部に真空室が形成
される。この真空室は、図示しない真空源に接続されることにより、減圧可能に構成され
ている。
【００２２】
　保持部２は、基板Ｐ１を保持する構成部である。この保持部２としては、たとえば、静
電チャック、メカチャック、真空チャック、粘着チャック等、現在又は将来において利用
可能なあらゆる保持装置が適用可能である。複数のチャックを併用することも可能である
。また、保持部２は、真空室内において、基板Ｐ１を基板Ｐ２に押し付けるために、図示
しない昇降機構によって、上部容器１１とは独立して昇降可能に設けられている。
【００２３】
　支持部３は、基板Ｐ１に貼り合わされる基板Ｐ２を支持する構成部である。なお、基板
Ｐ２の上面には、前工程において、接着剤Ｒが塗布されているものとする。また、圧力検
出部４は、真空室内の圧力を検出するセンサである。圧力検出部４は、減圧時の真空室内
の圧力を検出できれば、どこに設置してもよい。その数も限定されない。
【００２４】
　制御装置１００は、本装置の全体の作動を制御する装置である。この制御装置１００に
は、図２に示すように、上記の圧力検出部４の他、入力部５、出力部６及び駆動部７等が
接続されている。
【００２５】
　入力部５は、本装置において必要となるデータ、設定、動作指示等の各種の情報を入力
する構成部である。入力部５としては、操作ボタン、タッチパネル、キーボード、マウス
等、現在又は将来において利用可能なあらゆる入力装置が含まれる。
【００２６】
　出力部６は、本装置の動作状態、判定結果等を出力する構成部である。出力部６として
は、ディスプレイ、プリンタ等、現在又は将来において利用可能なあらゆる出力装置が含
まれる。
【００２７】
　駆動部７は、昇降機構等、本装置の各部を駆動するための駆動機構を広く含む。なお、
真空源を作動させる機構等についても、制御装置１００により制御される駆動部７に含ま
れるものとする。
【００２８】
　さらに、制御装置１００は、圧力検出部４から検出される圧力の変化に基づいて、異常
を判定するために、次のような構成を備えている。なお、制御装置１００における通常の
貼合装置としての動作を制御する部分は、説明を簡略化する。すなわち、制御装置１００
は、記憶部１１０、算出部１２０、抽出部１３０、比較部１４０、判定部１５０、指示部
１６０等を有している。
【００２９】
　記憶部１１０は、本装置に必要な情報を記憶する処理部である。この記憶部１１０に記
憶される情報としては、たとえば、検出圧力変化情報、基準情報、設定情報等が含まれる
。
【００３０】
　検出圧力変化情報は、圧力検出部４によって検出される圧力及びその変化を示す情報で
ある。検出圧力変化情報は、たとえば、時間の経過に従って継続的に検出した圧力の集合
及びこれに基づいて生成される各種データを含む。このようなデータには、少なくとも、
圧力変化態様、圧力変化速度、圧力波形、圧力変化曲線及びその傾き、到達圧力等が含ま
れる。
【００３１】
　基準情報は、保持部２からの基板Ｐ１の離脱による異常を判定するための基準となる情
報である。この基準情報には、たとえば、正常時圧力変化情報、異常時圧力変化情報が含
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まれる。正常時圧力変化情報は、正常時に示す圧力変化を示す情報である。この情報と、
検出圧力変化情報とが近似している場合、正常であり、相違する場合、異常といえる。
【００３２】
　この正常時圧力変化情報は、たとえば、正常時に時間の経過に従って継続的に示す圧力
の集合及びこれに基づく各種データを含む。このようなデータには、少なくとも、正常時
の圧力変化態様、圧力変化速度、圧力波形、圧力変化曲線及びその傾き、到達圧力等が含
まれる。
【００３３】
　この正常時圧力変化情報は、あらかじめ入力部５等から入力されたものであってもよい
し、後述するように、過去の正常時に圧力検出部４によって検出された圧力に基づいて作
成されたものであってもよい。
【００３４】
　異常時圧力変化情報は、たとえば、異常時に時間の経過に従って継続的に示す圧力の集
合及びこれに基づく各種データを含む。このようなデータには、少なくとも、異常時の圧
力変化態様、圧力変化速度、圧力波形、圧力変化曲線及びその傾き、到達圧力等が含まれ
る。
【００３５】
　この異常時圧力変化情報は、あらかじめ入力部５等から入力されたものであってもよい
し、後述するように、過去の異常時に圧力検出部４によって検出された圧力に基づいて作
成されたものであってもよい。
【００３６】
　さらに、設定情報は、本装置に必要な各種設定に関する情報である。たとえば、駆動部
７による各部の作動タイミング、圧力検出部４による圧力検出をする時間やタイミング、
算出部１２０によって生成する情報及び生成タイミング、抽出部１３０による抽出対象、
比較部１４０による比較対象、判定部１５０による判定基準（しきい値等）、指示部１６
０による動作指示内容等が考えられる。
【００３７】
　算出部１２０は、圧力検出部４によって検出された圧力、記憶部１１０に記憶された情
報等に基づいて、各種データを算出することにより、異常の判定に必要な情報を生成する
処理部である。つまり、算出部１２０は、圧力検出部４によって検出された圧力に基づい
て、検出圧力変化情報、正常時圧力変化情報、異常時圧力変化情報のいずれの情報も生成
することができる。
【００３８】
　たとえば、圧力検出部４によって検出された圧力に基づいて、圧力変化態様、圧力変化
速度、圧力波形、圧力変化曲線及びその傾き、到達圧力等を求めることができる。また、
過去の正常時若しくは異常時に圧力検出部４によって検出された圧力に基づいて、正常時
若しくは異常時の圧力変化態様、圧力変化速度、圧力波形、圧力変化曲線及びその傾き、
到達圧力等を求めることができる。過去の複数回の検出値の平均値等を利用してもよい。
【００３９】
　抽出部１３０は、設定情報に基づいて、記憶部１１０から、異常判断に必要な情報を抽
出する処理部である。比較部１４０は、設定情報に基づいて、検出圧力変化情報と正常時
圧力変化情報若しくは異常時圧力変化情報とを比較する処理部である。判定部１５０は、
比較部１４０による比較結果に基づいて、異常を判定する処理部である。指示部１６０は
、設定情報に基づいて、駆動部７に指示信号を出力する処理部である。
【００４０】
　このような制御装置１００は、たとえば、専用の電子回路若しくは所定のプログラムで
動作するコンピュータ等によって実現できる。従って、以下に説明する手順で本装置の動
作を制御するためのコンピュータプログラム及びこれを記録した記録媒体も、本発明の一
態様である。 
【００４１】
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［Ｂ．実施形態の作用］
［１．貼り合わせ手順］
　以上のような本実施形態による基板の貼り合わせ手順を、図１及び図２とともに、図３
のフローチャートを参照して説明する。まず、図１（Ａ）に示すように、真空チャンバ１
の上部容器１１が上昇して下部容器１２から分かれ、大気開放された状態となっている。
【００４２】
　そして、図示しない搬送装置によって、基板Ｐ１は、大気開放されている真空チャンバ
１内に搬送され、その上面が、保持部２によって保持される。一方、下部容器１２の支持
部３には、ディスペンサにてあらかじめ接着剤が塗布された基板Ｐ２が載置されている。
【００４３】
　次に、図１（Ｂ）に示すように、駆動部７が、上部容器１１を下降させて下部容器１２
に密着させ、真空チャンバ１内を封止する（ステップ３０１）。その後、真空源によって
内部の真空引き（減圧）を開始する（ステップ３０２）。このような真空引きの開始とと
もに、圧力検出部４による圧力検出が行われる（ステップ３０３）。
【００４４】
　系時的に検出された圧力は、検出圧力変化情報として記憶部１１０に記憶される（ステ
ップ３０４）。これとともに、検出された圧力に基づいて、算出部１２０によって、基準
情報との比較対象となる情報が生成され、これも検出圧力変化情報として記憶部１１０に
記憶される。
【００４５】
　比較部１４０は、記憶部１１０に記憶された検出圧力変化情報と、基準情報とを比較す
る（ステップ３０５）。この比較結果に基づいて、判定部１５０が、異常か否かを判定す
る（ステップ３０６）。
【００４６】
　異常と判定された場合（ステップ３０６のＹＥＳ）、基板Ｐ１の落下があったとして、
出力部６が異常を出力することにより、作業者に異常を報知する（ステップ３１５）。ま
た、駆動部７が、真空引きを停止させて大気を導入し（ステップ３１６）、上部容器１１
を上昇させる（ステップ３１４）。
【００４７】
　正常と判定された場合（ステップ３０６のＮＯ）、駆動部７は、あらかじめ設定された
貼り合わせタイミングに（ステップ３０７のＹＥＳ）、保持部２を下降させることにより
、基板Ｐ１を基板Ｐ２に貼り合わせる（ステップ３０８）。そして、駆動部７が、真空引
きを停止させて大気を導入する（ステップ３０９）。
【００４８】
　さらに、ここまでの検出圧力変化情報と基準情報とを比較して（ステップ３１０）、異
常か否かの判定を行う（ステップ３１１）。異常と判定された場合（ステップ３１１のＹ
ＥＳ）、出力部６が異常を出力することにより、作業者に異常を報知する（ステップ３１
２）。そして、駆動部７が、保持部２及び上部容器１１を上昇させる（ステップ３１３、
３１４）。
【００４９】
　正常と判定された場合（ステップ３１１のＮＯ）、正常に貼り合わせが完了したものと
して、駆動部７は、保持部２及び上部容器１１を上昇させる（ステップ３１３、３１４）
。なお、異常が報知された作業者は、装置若しくはラインを停止して、基板Ｐ１、Ｐ２を
取り出す等の対処が可能となる。異常が判定された時点で、駆動部７が装置若しくはライ
ンを停止させるように設定することも可能である。
【００５０】
［２．異常判定処理］
　上記の異常判定処理の具体例を、以下に説明する。なお、図４は、真空チャンバ内の減
圧開始から停止までの圧力を実際に検出したグラフである。実線は、基板Ｐ１の落下が起
きたチャンバＣ１の圧力変化、点線は、正常時のチャンバＣ２の圧力変化を示す。特に、
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比較部１４０による比較対象とすべきは、一点鎖線で囲まれた部分の圧力変化である。な
お、二重線は、保持部２の下降開始時を示す。
【００５１】
［２－１．圧力低下速度］
　比較部１４０による比較対象として、圧力低下速度を用いた一例を、説明する。たとえ
ば、正常な貼り合わせが行われる場合には、十分な真空（減圧状態）に到達した後に、基
板Ｐ１を基板Ｐ２に押し当てることができる。
【００５２】
　ただし、基板Ｐ２の上面に樹脂（レジン）の接着剤Ｒが塗布されている場合、図１（Ｂ
）に示すように、接着剤Ｒから発生するアウトガスＧによって、真空室内の減圧が阻害さ
れ、圧力低下速度が遅くなる。
【００５３】
　ところが、貼り合わせ前に、基板Ｐ１が保持部２から離脱して落下してしまうと、図１
（Ｃ）に示すように、接着剤Ｒの表面が基板Ｐ１によって覆われてしまう。すると、正常
な貼り合わせよりも早い段階で、真空に曝される接着剤Ｒの表面積が小さくなるため、ア
ウトガスＧの量が減少する。
【００５４】
　したがって、基板Ｐ１の落下があると、正常な場合よりも、真空室内の圧力低下速度が
速くなる。たとえば、図４では、チャンバＣ２の緩やかな圧力低下速度と比較して、チャ
ンバＣ１の圧力低下速度には、非常に速い部分がある。
【００５５】
　そこで、比較部１４０による比較対象を、検出圧力の低下(変化）速度、正常時の圧力
低下(変化）速度として設定する。そして、判定部１５０が、比較部１４０により比較さ
れた検出圧力の低下速度と正常時の圧力低下速度との差が、所定のしきい値よりも大きい
場合、基板Ｐ１が落下したと判定できる。
【００５６】
［２－２．圧力波形］
　基板Ｐ１が落下してしまった後も、真空室内の排気を継続すると、図１（Ｃ）に示すよ
うに、上下の基板Ｐ１、Ｐ２に挟まれた接着剤Ｒの側面から、内側に閉じ込められたアウ
トガスＧが不規則に吐き出される。このため、真空室内の圧力変化を検出した波形に、不
規則な乱れが生じる。たとえば、図４では、チャンバＣ２の圧力波形と比較して、チャン
バＣ１の圧力波形には、不規則に乱れた部分がある。
【００５７】
　そこで、比較部１４０による比較対象を、検出圧力の波形、正常時の圧力波形として設
定する。そして、判定部１５０が、比較部１４０により比較された検出圧力の波形と正常
時の圧力波形との相違が、所定のしきい値よりも大きい場合、基板Ｐ１が落下したと判定
できる。
【００５８】
［２－３．圧力変化態様］
　保持部２が基板Ｐ１を保持する保持装置としては、貼り合わせ時の真空室内圧力が低い
場合には、真空吸着（チャック）装置では、保持できない。しかし、基板Ｐ１の供給、搬
出時の保持のため、真空吸着機能と他の保持装置の機能とを併用した装置を用いることも
多い。
【００５９】
　この場合、基板Ｐ１の供給時に真空吸着し、吸着面を基板Ｐ１に押し当てたままで、真
空室内を排気すると、吸着ライン内部よりも、真空室内の圧力が低くなる場合がある。こ
の状態で、基板Ｐ１が落下すると、真空吸着面から基板Ｐ１が離れることで、吸着ライン
の口が真空室内に剥き出しとなり、真空室内の圧力が一瞬上昇する。
【００６０】
　そこで、比較部１４０による比較対象を、検出圧力の変化態様と、正常時の圧力変化態
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様として設定する。そして、判定部１５０が、比較部１４０により比較された検出圧力変
化態様に、正常時の圧力変化態様にはない圧力上昇が存在する場合、基板Ｐ１が落下した
と判定できる。
【００６１】
［２－４．圧力変化曲線と傾き］
　上述のように、正常な貼り合わせが行われた場合、基板Ｐ１と基板Ｐ２に押し当てたと
きに、初めて接着剤の表面が基板Ｐ１で覆われる。このため、そのタイミングで、接着剤
表面からのアウトガスＧが急激に減少し、その時点までの圧力変化曲線と傾きが変わる。
【００６２】
　そこで、比較部１４０による比較対象を、検出圧力の変化曲線と傾きと、正常時の圧力
変化曲線と傾きとして設定する。そして、判定部１５０が、比較部１４０により比較され
た圧力変化曲線と傾きに、正常時に相当するものがない場合に、基板Ｐ１が落下したと判
定できる。
【００６３】
［２－５．到達圧力］
　図４に示すように、基板Ｐ１の落下があった場合、最終的な到達圧力は、正常時よりも
低くなる。このため、比較部１４０による比較対象を、検出圧力の最終的な到達圧力、正
常時の最終的な到達圧力として設定する。そして、判定部１５０が、比較部１４０により
比較された検出圧力の最終的な到達値を、正常時と比較した値が所定のしきい値よりも低
い場合に、基板Ｐ１が落下したと判定できる。なお、この到達圧力による判定は、上述の
各種判定との組み合わせにより、判定精度を高めることができる。
【００６４】
［Ｃ．実施形態の効果］
　以上のような本実施形態によれば、真空室内の圧力の変化に基づいて、保持部２からの
基板Ｐ１の落下を検出することができるので、真空室に窓を設けたり、作業者が、常時窓
から監視する必要がない。また、一般的な貼合装置の真空室に設けられている圧力センサ
を利用すれば、新たに特別な検出器を追加する必要がない。このように、簡易且つ安価な
構造で、基板Ｐ１の落下を確実に検出できる。
【００６５】
［Ｄ．他の実施形態］
　本発明は、上記の実施形態に限定されるものではない。たとえば、上記の実施形態では
、検出圧力変化情報と正常時の圧力変化情報との相違によって、異常を判定する例を挙げ
た。しかし、検出圧力変化情報と異常時の圧力変化情報との近似（しきい値内にあるか否
か等）によって、異常を判定してもよい。
【００６６】
　また、上記の実施形態では、検出圧力との比較対象となる圧力変化情報を、正常時と異
常時という表現で区別した。しかし、実際には、必ずしもそのような意味付けに関する情
報が付加されている必要はない。たとえば、単に基準情報として、所定の情報が記憶部に
記憶されており、その圧力変化情報と検出圧力の変化とが、相違するか近似するか等によ
って判定されればよい。
【００６７】
　また、上記の判定手法のいずれかを組み合わせて用いることにより、判定の精度を高め
ることも可能である。
【００６８】
　また、上記の検出圧力変化情報、基準情報、判定のためのしきい値、その他の設定値等
、本発明に用いられる情報の具体的な内容、値は自由であり、特定の内容、数値には限定
されない。
【００６９】
　また、しきい値に対する大小判断、一致不一致の判断等において、以上、以下として値
を含めるように判断するか、より大きい、より小さいとして値を含めないように判断する
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かも自由である。
【００７０】
　また、記憶部としては、現在又は将来において利用可能なあらゆるレジスタ、メモリ、
ディスク等の記憶媒体が適用可能であり、内蔵されたものか、着脱自在のものかは問わな
い。そして、記憶部に記憶される各種の情報は、通信ネットワークを介して外部から入力
されたものでもよい。制御装置の全部若しくは一部が、遠隔にある通信ネットワークを介
して接続されたものであってもよい。
【００７１】
　また、基板を貼り合わせるための構造も、上記のものには限定されない。貼り合わせの
ために、基板のいずれか一方を移動させても、双方を移動させてもよい。たとえば、上記
の支持部が昇降機構により基板を上昇させて、保持部に保持された基板に貼り合わせる構
造であっても、保持部及び支持部の双方が、昇降機構により基板を移動させて貼り合わせ
る構造であってもよい。
【００７２】
　また、基板への接着剤の供給、基板の搬送についても、現在又は将来において利用可能
なあらゆる方法、装置が適用可能である。接着剤が塗布される基板は、上記の実施形態で
は、下側であったが、上側であっても、双方であってもよい。一対に限らず、複数の基板
を貼り合わせる装置にも適用可能である。真空室も、真空とすることが可能な空間を構成
するものであればよい。下側の部材が昇降して密閉、開放を行う構造でも、基板の通路の
みが開閉する構造でもよい。
【００７３】
　また、上記の作業の一部を手動により行う方法も考えられる。たとえば、基板への接着
剤の供給等を、作業者が、塗布、滴下等のための用具を用いて行うこともできる。基板の
搬入、搬出についても、作業者が行うこともできる。
【００７４】
　また、使用する接着剤の種類は、紫外線硬化の樹脂には限定されない。他の電磁波によ
り硬化する樹脂や熱硬化型樹脂等、あらゆる種類の接着剤が適用できる。
【００７５】
　また、本発明の適用対象となる基板は、貼り合わせ対象となり得るものであれば、その
大きさ、形状、材質等は問わない。接続端子、導電膜、記録膜、フレキシブル基板の有無
等、構造上の相違も問わない。たとえば、表示装置を構成する、モジュール、操作用のタ
ッチパネル、保護パネル等の貼り合わせにも適用可能である。また、半導体ウェーハ、光
ディスクを構成する各種基板にも適用可能である。貼り合わされる基板は、必ずしも同じ
大きさでなくてもよい。
【００７６】
　つまり、本発明は、貼合工程において、保持部からの離脱による異常の検出が必要なあ
らゆる基板に適用することができる。
【符号の説明】
【００７７】
　　１…真空チャンバ
　　２…保持部
　　３…支持部
　　４…圧力検出部
　　５…入力部
　　６…出力部
　　７…駆動部
　１１…上部容器
　１２…下部容器
１００…制御装置
１１０…記憶部
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１２０…算出部
１３０…抽出部
１４０…比較部
１５０…判定部
１６０…指示部

【図１】 【図２】
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